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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所免許法認定通信教育 

受講募集要項（令和５年度後期） 

１．事業の概要 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、幼稚園（認定こども園含む）、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において特別支援教育に携わる教員の免

許状の取得等を支援するため、インターネットによる免許法認定通信教育（以下「通信教育」）を

実施します。 

２．開設科目名及び受講対象者 

科目名 受講対象者 

視覚障害児の心理、生理及び病理（１単位） 

教育職員免許法施行規則に定める「心身に障害のある幼

児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目（視

覚障害者）」 

特別支援学校、幼稚園、小学校、中学校、高等

学校のいずれかの教員免許状を持ち、視覚障害

者教育領域または聴覚障害者教育領域の特別支

援学校教諭一種・二種免許状の取得若しくは既

に有している特別支援学校教諭免許状へ視覚障

害者教育領域または聴覚障害者教育領域の追加

を目指すもの 

聴覚障害児の心理、生理及び病理（１単位） 

教育職員免許法施行規則に定める「心身に障害のある幼

児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目（聴

覚障害者）」 

※本研究所の通信教育で取得した単位だけでは特別支援学校教諭免許状の取得はできません。 

３．受講申込期間 

令和５年８月２１日（月）～令和５年９月２２日（金） 

４．講習期間 

令和５年１０月２日（月）～令和６年１月１２日（金） 

（映像講義の視聴は令和６年２月４日（日）まで可能） 

５．単位認定試験 

令和６年２月４日（日） 全国試験場（p.５参照）にて実施 

６．受講定員数 

各科目２００名 

７．受講料 

受講無料です。ただし、受講のためのデータ通信料は本人の負担となります。 
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８．受講環境条件 

動作保証している受講環境は、以下のとおりです。 

動作保証していない受講環境で受講を開始した場合には、動作に不具合が発生しても対応いたし

かねる場合がありますので、予めご承知おきください。 

○ Windows端末（パソコン・タブレット端末） 

OS ブラウザ 

Windows 10 Microsoft Edge / Firefox / Google Chrome 

Windows 11 Microsoft Edge / Firefox / Google Chrome 

○ Android端末（タブレット端末・スマートフォン） 

OS ブラウザ 

Android 7.0以上 Google Chrome 

○ iOS端末（iPad・iPhone） 

OS ブラウザ 

iOS 10以上 Safari 

 

９．受講申込手続き 

(1) 受講申込フォームによるお申込み 

免許法認定通信教育総合情報サイト（http://forum.nise.go.jp/tsushin/ [受講ご希望の方

はこちら]→[受講申込フォーム]）にアクセスし、ログインボタン下の「受講申込」から「仮申

請」→送付されたメールのURLをクリックし仮申請の確定まで行ってください。 

受講申込の際に、映像講義の動作確認を行い、最後まで問題なく視聴できることをご確認くだ

さい。映像講義のテスト視聴は、通信教育を実際に受講する場所で、実際に利用する端末機器や

通信ネットワークを使用して行ってください。テスト視聴と異なる場所で、又はテスト視聴と異

なる端末機器や通信ネットワークを使用して受講を開始した場合には、動作に不具合が生じても

対応いたしかねる場合がありますので、予めご承知おきください。 

過去に当研究所で開催した通信教育で同科目の単位を取得済の方は受講できません。 

(2) 受講資格確認書類の提出 

「仮申請の確定」に引き続き、申込期限までに、受講資格確認書類を郵送にてご提出ください。 

（個人情報を含む内容ですので、簡易書留の利用をお勧めします。） 

データ送信後、本研究所からは書類提出の案内に関するメールをお送りしませんので、すぐに

ご送付ください。 

また、本研究所の通信教育を受講したことのある方については、提出は不要です。 
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○受講資格確認書類 

 受講資格確認書類  

所持している教員免許状の写しに、所属する学校長が記名し職印を押印した原本証明

を記載したもの 

＜記載例＞ 

この写しは原本と相違ないことを証明します。 

 令和×年××月××日 

           ○○県立○○○特別支援学校長 ○○ ○○ 

 

※学校長が原本証明した日を必ず記載してください。 

※提出書類の大きさはＡ４用紙のみとします。教員免許状の大きさがＡ４用紙より大

きい場合は、Ａ４用紙に縮小して教員免許状の写しをとってください。 

※免許状の取得あるいは領域追加の申請において基礎資格となる免許状を１種類お選

びください。所持する全ての免許状の写しを提出する必要はありません。 

  

○ 書類提出先 

〒239-8585 神奈川県横須賀市野比５－１－１ 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 免許法認定通信教育オフィス 

（総務部研修情報課 資質向上支援係） 

※封筒の表書きに「通信教育提出書類」と朱書きしてください。 

 

１０．受講者の決定 

申込受付期限終了後、受講のご案内メールをお送りします。申込受付期限終了後１週間を過ぎて

も受講案内メールが届かない場合は、免許法認定通信教育オフィス まで、メールにてご連絡くだ

さい。 

 

１１．受講方法 

(1) アカウント情報の通知 

受講開始前３営業日前までに受講に必要なユーザＩＤ及びパスワードをメールにてお送りします。 

令和５年９月２８日（木）までにメールが届かない場合は、免許法認定通信教育オフィス ま

で、メールにてご連絡ください。 

※携帯・スマートフォンのメールアドレスを登録された場合、各キャリアのセキュリティ設定 

 の影響により、メールが正しく届かない事例が増えています。あらかじめ、”@nise.go.jp” 

 ドメインを受信できるように設定してください。 

(2) 映像講義の視聴を開始する前に行っていただきたいこと 

① 学習ガイドを読んで、学習の進め方や受講上の注意点等を理解してください。 

② 視聴する映像講義に対応する教材をダウンロードしてください。 

 

○
○
県
立
○

○
○
特
別
支

援
学
校
長 

職印 
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(3) 映像講義の視聴 

映像講義は、講習期間中～単位認定試験日まで視聴することができます。ただし、講習期間中

に全ての映像講義の視聴を完了し、各映像講義の「理解度チェックテスト」に全て合格してくだ

さい。映像講義の内訳は以下のとおりです。 

なお、映像講義を最後まで視聴し終えたにもかかわらず「実施済」にならない場合には、免

許法認定通信教育オフィス まで、メールにてご連絡ください。 

○ 科目名： 視覚障害児の心理、生理及び病理 

① 視覚の基本特性 
② 視覚障害の生理Ⅰ（視覚器の構成と眼球） 
③ 視覚障害の生理Ⅱ（視神経・視中枢・眼球付属器） 
④ 視覚障害の生理Ⅲ（視力・視野） 
⑤ 視覚障害の生理Ⅳ（屈折・調節・眼球運動等） 
⑥ 視覚障害の生理Ⅴ（触覚） 
⑦ 視覚障害の生理Ⅵ（視覚補助具） 
⑧ 視覚障害の病理Ⅰ（眼疾患①） 
⑨ 視覚障害の病理Ⅱ（眼疾患②） 
⑩ 視覚障害児の心理Ⅰ（視覚認知） 
⑪ 視覚障害児の心理Ⅱ（光覚・色覚・形態覚） 
⑫ 視覚障害児の心理Ⅲ（触覚） 
⑬ 視覚障害児の心理Ⅳ（知能・記憶・思考） 
⑭ 視覚障害児の心理Ⅴ（視覚障害と発達①） 
⑮ 視覚障害児の心理Ⅵ（視覚障害と発達②） 

 

○ 科目名： 聴覚障害児の心理、生理及び病理 

① 聴覚障害の生理Ⅰ（聴覚機能） 
② 聴覚障害の生理Ⅱ（聴力を中心とした聴覚機能と評価） 
③ 聴覚障害の生理Ⅲ（補聴器） 
④ 聴覚障害の生理Ⅳ（人工内耳） 
⑤ 聴覚障害の病理Ⅰ（難聴の種類と原因疾患） 
⑥ 聴覚障害の病理Ⅱ（小児難聴の原因①先天性難聴） 
⑦ 聴覚障害の病理Ⅲ（小児難聴の原因②後天性難聴） 
⑧ 聴覚障害児の心理Ⅰ（乳幼児期の心理と発達支援） 
⑨ 聴覚障害児の心理Ⅱ（児童期の心理と教育的対応） 
⑩ 聴覚障害児の心理Ⅲ（青年期の心理と教育的対応） 
⑪ 聴覚障害児の心理Ⅳ（認知発達・社会性の発達） 
⑫ 聴覚障害児の心理Ⅴ（言語発達） 
⑬ 聴覚障害児の心理Ⅵ（軽度・中等度難聴及び一側性難聴の理解と対応） 
⑭ 聴覚障害児の心理Ⅶ（Listening Difficultiesの理解と対応） 
⑮ 小児難聴の早期発見 

 

１２．単位認定試験 

(1) 受験資格（受講修了条件） 

講習期間中に全ての映像講義の視聴を完了し、各映像講義の終了後に実施する「理解度チェッ

クテスト」に全て合格した方を受講修了者と認定し、単位認定試験の受験資格を付与します。 

(2) 試験日 

令和６年２月４日（日） 
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(3) 受験場所 

試験会場は受験者がいるすべての都道府県（勤務地）に設置します。勤務地がある都道府県の

試験場で受験していただきます。 

 

(4) 結果の通知 

単位認定の結果は、令和６年２月下旬までに、受験者全員にメールにて通知します。 

単位認定試験に合格した方に所定の単位を授与し、令和６年３月中旬までに、学力に関する証

明書をお送りします。 

１３．特別な配慮が必要な場合 

映像講義の視聴や単位認定試験の受験に際して特別な配慮が必要な場合は、受講申込手続きの

際に具体的な内容をお知らせください。必要に応じて事前相談させていただきます。 

１４．免許法認定通信教育総合情報サイト 

受講に必要な情報の提供や、通信教育に関する連絡・通知・案内等は、 免許法認定通信教育

総合情報サイト（http://forum.nise.go.jp/tsushin/）及び講義配信システム上のお知らせ、

ｅメールを通じて行います。お申込み時には普段よく使用されるｅメールアドレスをご登録くだ

さい。 

１５．その他 

(1) 免許状の取得に必要な基礎資格及び最低修得単位数については各都道府県教育委員会の教員

免許担当課にご確認ください。 

(2) 提出していただいた書類は通信教育以外の目的には使用しません。また、いったん受理した

書類はいかなる理由があってもお返しできません。 

１６．問い合わせ先 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

免許法認定通信教育オフィス（事務局：総務部研修情報課 資質向上支援係） 

E-mail： v-tsushin@nise.go.jp 

http://forum.nise.go.jp/

